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自
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金

　
就
職
を
目
的
と
し
た
教
育
訓
練

と
し
て
市
長
が
指
定
す
る
講
座

（
※
1
）
を
受
講
し
た
場
合
、
受

講
終
了
後
に
費
用
の
2
／
3
相
当

を
給
付
（
上
限
10
万
円
、
下
限

4
，0
0
0
円
）。

※
1
…
対
象
講
座

　�

介
護
職
員
初
任
者
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
）、
医
療
事
務
、
簿
記
、
情

報
処
理
、
英
会
話
、
秘
書
な
ど

❷
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

就
職
の
た
め
の
資
格
取
得
（
※

2
）
を
目
的
と
し
て
、
専
門
学
校

な
ど
の
養
成
機
関
で
2
年
以
上
修

業
す
る
場
合
に
、
修
業
期
間
中
の

生
活
支
援
と
し
て
月
額
10
万
円

（
最
大
3
年
間
・
住
民
税
課
税
世

帯
は
月
額
7
万
5
0
0
円
）、
ま

た
学
費
な
ど
の
支
援
と
し
て
入
学

金
や
受
講
費
用
の
2
／
3
相
当

（
上
限
30
万
円
）
を
給
付
。

※
2
…�

対
象
資
格

　�

看
護
師
、
保
育
士
、
介
護
福
祉

士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士
な
ど

対
象
者

市
内
在
住
の
ひ
と
り
親
家
庭
の

父
母
で
、
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

ま
た
は
同
程
度
の
所
得
水
準
に
あ

る
方
（
❶
に
つ
い
て
は
、
雇
用
保

険
法
に
基
づ
く
教
育
訓
練
給
付
の

受
給
資
格
を
有
し
な
い
方
）。

問
合
先

子
育
て
支
援
課

☎
35
―

３
１
４
０

応
援
し
ま
す

ひ
と
り
親
家
庭
の

お
父
さ
ん
お
母
さ
ん

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
が
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
す
る
場
合
の
費
用

な
ど
に
つ
い
て
、
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
受
講
や
修
業
さ
れ
る
前
に
助
成
の
対
象
に
な
る
か
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

道路交通法では、歩行者の優先や保護がルールとして定められてい
ます。横断歩道においても、車両は横断する歩行者を優先しなければ
なりません。ドライバーと歩行者がともに交通ルールを守り、交通事
故を防ぎましょう。

1�横断歩道に近づくときは減
速（横断しようとする歩行
者がいないことが明らかな
場合を除く）
横断歩道上での交通事故は、
歩行者が飛び出してきた場合
でも、車両に一方的に原因
のある交通事故として扱われ
ます。横断歩道の直前で停止
できる速度で進行しましょう。

3�止まっている車両等の横を
通過するときは一時停止
停止車両が死角をつくり、
歩行者を見落とすおそれがあ
ります。
横断歩道付近に停止車両が
あるときは必ず一時停止しま
しょう。
※�横断歩道手前の駐停車は危
険ですのでやめましょう。

2�歩行者がいるときは一時停
止
横断中、または横断しよう
とする歩行者がいる場合は、
その通行を妨げないようにし
なければなりません。
歩行者の優先はマナーでは
なく、道路交通法に定められ
たドライバーの義務です。

4�横断歩道の手前での追抜き
は禁止
前方を進行している車両が
死角をつくり、歩行者を見落
とすおそれがあります。
横断歩道付近での追越し・
追抜きは危険です。

切
り
取
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い

忘れていませんか？

「歩行者優先」の交通ルール

問合先 市民活動推進課� ☎35‒3412
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